
岩
倉
具
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身
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の
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図
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は
じ
め
に
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明
治
十
五
年
十
一
月
、
左
大
臣
岩
倉
旦
ハ
視
は
、
宮
内
省
中
に
内
規
取
調
局
の
開
設
を
請
う
旨
の
建
議
書
を
提
出
し
た
。
そ
の

冒
頭
で
建
議
理
由
を
、

　
　
去
明
治
十
一
年
二
於
テ
儀
制
調
査
局
ヲ
設
置
シ
皇
室
二
関
ス
ル
諸
制
度
ヲ
調
査
セ
ン
コ
ト
ヲ
建
議
セ
リ
今
ヤ
時
機
漸
ク
熟

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ユ
　

　
　
ス
ル
ヲ
以
テ
該
局
ヲ
開
キ
此
事
務
二
着
手
ス
ル
ヲ
要
ス

と
述
べ
て
い
る
。

　
岩
倉
は
、
明
治
十
一
年
三
月
、
帝
室
制
度
調
査
の
た
め
、
一
局
設
置
す
る
旨
の
建
議
書
を
提
出
し
て
い
た
。
こ
こ
で
建
議
理

由
と
し
て
、
維
新
後
、
天
皇
が
万
機
公
論
に
決
す
べ
き
こ
と
を
神
明
に
誓
盟
し
、
明
治
八
年
に
元
老
院
、
大
審
院
を
設
置
し
、
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そ
の
後
、
漸
次
立
憲
政
体
確
立
の
詔
勅
の
公
布
に
至
っ
た
経
緯
を
述
べ
、

　
　
今
ヤ
勅
命
ハ
立
憲
ノ
政
体
ヲ
建
ツ
ル
ハ
漸
次
ヲ
以
テ
主
ト
為
ス
ト
錐
億
兆
ノ
中
或
ハ
躍
進
ヲ
望
ム
モ
ノ
ア
ル
ヲ
免
レ
ス
夫

　
　
レ
人
心
ハ
常
ナ
ク
時
勢
ノ
趨
向
測
ル
可
カ
ラ
サ
ル
ハ
古
今
ノ
通
理
ナ
リ
此
際
二
於
テ
ハ
當
路
ノ
者
深
ク
謀
リ
遠
ク
慮
リ
以

　
　
テ
帝
室
ノ
基
礎
ヲ
固
メ
サ
ル
可
カ
ラ
ス
然
リ
ト
錐
物
二
本
末
ア
リ
事
二
終
始
ア
リ
我
力
建
国
ノ
体
ハ
素
ヨ
リ
他
邦
ノ
比
二

　
　
非
ス
宜
ク
既
往
ノ
得
失
ヲ
審
ニ
シ
将
来
ノ
利
幣
ヲ
察
シ
以
テ
帝
室
ノ
典
憲
ヲ
定
ム
ヘ
シ
因
テ
臨
時
一
局
ヲ
設
ケ
テ
委
員
ヲ

　
　
置
キ
国
典
ヲ
蒐
集
シ
テ
租
宗
ノ
違
法
ヲ
考
証
シ
之
二
参
ユ
ル
ニ
外
国
ノ
良
制
ヲ
以
テ
シ
上
ハ
帝
位
継
承
ノ
順
序
ヨ
リ
下
ハ

　
　
皇
族
ノ
歳
俸
二
至
ル
マ
テ
之
ヲ
調
査
起
章
シ
以
テ
震
裁
ヲ
仰
カ
ン
ト
ス
此
ノ
如
ク
帝
室
ノ
典
憲
定
マ
ル
ト
キ
ハ
帝
室
ノ
尊

　
　
厳
ヲ
永
遠
二
保
持
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
ヘ
シ
君
上
ノ
権
利
已
二
強
固
ナ
ル
ト
キ
ハ
臣
民
ノ
権
利
其
度
ヲ
喩
越
ス
ル
コ
ト
能
ハ
ス

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
上
下
相
頼
テ
以
テ
国
家
安
寧
ナ
リ
是
レ
具
視
力
儀
制
調
査
局
ヲ
設
置
セ
ン
コ
ト
ヲ
欲
ス
ル
所
以
ナ
リ
謹
テ
議
ス

と
い
う
よ
う
に
説
明
し
た
。

　
さ
ら
に
調
査
す
べ
き
条
項
と
し
て
、
「
帝
位
継
承
ノ
順
序
、
三
種
神
器
授
受
ノ
事
、
天
皇
践
詐
及
即
位
区
別
ノ
事
、
」
な
ど
天

皇
に
つ
い
て
の
条
目
、
皇
后
、
皇
太
子
に
関
す
る
条
目
、
皇
族
の
教
育
、
財
産
、
犯
罪
裁
判
、
冠
婚
葬
祭
に
関
す
る
条
目
を
列

挙
し
た
。

　
岩
倉
は
、
明
治
九
年
九
月
、
元
老
院
が
国
憲
起
草
の
命
を
受
け
、
同
年
十
二
月
、
第
一
次
国
憲
按
草
案
を
完
成
さ
せ
た
際
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

そ
の
内
容
に
不
満
を
示
し
、
「
奉
議
局
」
の
設
置
を
井
上
毅
と
相
談
し
て
い
た
。
そ
の
理
由
は
、
国
憲
按
草
案
中
の
皇
室
に
関

す
る
条
項
が
、
こ
れ
ま
で
の
慣
習
と
は
か
な
り
異
な
る
欧
米
風
な
も
の
の
機
械
的
な
導
入
で
あ
っ
た
こ
と
に
あ
っ
た
。

　
ま
た
こ
の
、
「
儀
制
局
設
置
」
に
関
す
る
建
議
書
が
提
出
さ
れ
る
直
前
で
あ
る
明
治
十
一
年
二
月
に
、
第
二
次
国
憲
按
草
案
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は
完
成
し
て
お
り
、
岩
倉
は
そ
れ
を
手
に
入
れ
て
い
た
。
し
た
が
っ
て
、
岩
倉
は
再
び
皇
室
に
関
す
る
条
項
の
内
容
に
不
満
を

抱
き
、
人
民
の
法
た
る
憲
法
に
対
す
る
存
在
と
し
て
、
「
皇
室
典
範
」
の
類
を
憲
法
と
は
別
に
起
章
す
る
べ
き
で
あ
る
と
考
え

た
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
岩
倉
の
儀
制
調
査
局
設
置
の
趣
旨
は
、
「
帝
室
ノ
典
憲
ヲ
定
ム
」
る
こ
と
に
あ
っ
た
。

　
し
か
し
、
明
治
十
五
年
十
一
月
に
提
出
さ
れ
た
内
規
取
調
局
設
置
に
関
す
る
建
議
書
に
お
い
て
は
、
そ
の
設
置
理
由
を
、

　
　
過
般
特
別
ノ
思
食
ヲ
以
テ
参
議
伊
藤
博
文
ヲ
シ
テ
欧
州
二
渡
航
セ
シ
メ
憲
法
及
制
度
ヲ
調
査
セ
シ
ム
ル
所
ア
リ
顧
フ
ニ
参

　
　
議
帰
朝
ノ
日
｝
二
至
ラ
ハ
當
サ
ニ
国
務
ノ
基
礎
ヲ
立
テ
為
政
ノ
根
軸
ヲ
定
ム
ル
ノ
議
ヲ
決
セ
ラ
ル
ヘ
シ
然
ル
ニ
事
務
皇
室
二

　
　
関
ス
ル
モ
ノ
ハ
外
国
二
準
拠
ス
ヘ
カ
ラ
サ
ル
者
ア
リ
宜
ク
今
日
二
於
テ
皇
典
ヲ
調
査
整
頓
シ
以
テ
他
日
ノ
校
量
審
議
二
供

　
　
ス
ヘ
キ
ハ
尤
必
要
ノ
事
タ
リ
ト
ス
因
テ
前
年
建
議
セ
ル
條
目
ノ
外
更
二
調
査
ス
ヘ
キ
事
項
ノ
條
目
ヲ
概
陳
ス
ル
コ
ト
左
ノ

　
　
　
　
る
　

　
　
如
シ

と
す
る
。
こ
の
時
岩
倉
が
調
査
す
べ
き
条
目
と
し
て
付
け
加
え
た
の
は
、
「
第
一
　
神
舐
官
再
興
ノ
事
、
第
二
　
皇
族
ノ
秩
序

ヲ
定
ム
ル
事
、
第
三
　
皇
后
宮
ヲ
出
ス
ヘ
キ
家
閥
ヲ
定
ム
ル
事
、
第
四
　
爵
位
令
並
華
士
族
尊
卑
区
別
ノ
事
、
第
五
　
華
族
ノ

族
号
停
止
及
返
上
ノ
制
ヲ
定
ム
ル
事
、
第
六
　
礼
服
ノ
事
、
第
七
　
吉
礼
凶
礼
ノ
事
、
第
八
　
勅
授
帯
剣
及
賞
賜
刀
剣
ノ
規
則

ヲ
定
ル
事
、
第
九
　
神
齪
米
献
貢
ノ
事
、
第
十
　
功
臣
ノ
記
念
像
ヲ
設
ク
ル
事
」
の
十
項
目
で
あ
り
、
先
の
儀
制
局
で
列
記
し

た
条
目
と
は
か
な
り
趣
の
異
な
る
も
の
で
あ
っ
た
。

　
確
か
に
、
こ
れ
ら
の
条
目
は
「
皇
室
」
に
関
す
る
要
素
を
含
ん
で
は
い
る
。
し
か
し
、
「
皇
室
典
範
」
に
盛
り
こ
む
べ
き
要

素
が
見
う
け
ら
れ
る
の
は
「
皇
室
ノ
秩
序
」
と
、
「
皇
后
宮
ヲ
出
ス
家
閥
」
を
定
め
る
と
い
う
事
ぐ
ら
い
で
あ
る
。

　
こ
の
建
議
書
は
、
当
時
欧
州
各
国
で
憲
法
調
査
中
の
伊
藤
博
文
の
帰
国
前
に
、
「
帝
室
儀
制
調
査
局
」
を
設
置
す
べ
き
で
あ
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（
5
）

る
と
い
う
在
ロ
公
使
柳
原
前
光
の
意
見
を
受
け
た
も
の
で
あ
る
と
さ
れ
て
き
た
。

　
そ
こ
で
、
な
ぜ
岩
倉
が
、
憲
法
起
章
が
目
前
に
迫
っ
た
こ
の
時
期
に
、
内
規
取
調
局
を
宮
内
省
中
に
設
置
し
、
先
に
列
挙
し

た
項
目
を
調
査
す
べ
き
条
項
と
し
た
の
か
、
そ
の
動
機
を
考
察
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔
6
）

　
高
木
博
志
氏
は
内
規
取
調
局
の
設
置
に
引
き
続
き
、
明
治
十
六
年
一
月
、
「
京
都
皇
宮
保
存
二
関
シ
意
見
書
」
を
提
出
し
た

岩
倉
を
、
皇
室
儀
礼
の
構
想
と
、
旧
慣
、
す
な
わ
ち
伝
統
の
保
存
を
通
じ
て
、
天
皇
、
皇
室
の
擁
護
を
一
貫
し
て
行
な
っ
た
と

表
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
岩
倉
は
「
旧
跡
」
保
存
を
、
国
内
的
に
は
、
人
心
収
撹
の
意
図
か
ら
、
国
際
的
に
は
欧
州
の
先
進
国

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
）

に
比
肩
す
べ
く
皇
室
の
権
威
を
伸
張
す
る
意
図
か
ら
行
な
っ
た
と
述
べ
て
い
る
。
は
た
し
て
本
当
に
、
岩
倉
の
擁
護
す
べ
き
対

象
は
、
天
皇
、
皇
室
の
み
で
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
こ
で
、
こ
の
内
規
取
調
局
設
置
に
関
す
る
意
見
書
の
主
眼
が
こ
れ
ま

で
言
わ
れ
て
き
た
よ
う
な
天
皇
、
皇
室
、
華
族
の
保
護
で
あ
っ
た
の
か
ど
う
か
を
検
証
す
る
こ
と
で
、
「
保
守
派
指
導
者
」
と

表
さ
れ
て
き
た
岩
倉
像
の
再
考
察
を
試
み
る
。

1
1

皇
族
、
華
士
族
身
分
の
細
分
化

122－一

　
儀
制
局
設
置
に
関
す
る
建
議
書
に
お
い
て
も
、
そ
の
筆
頭
に
挙
げ
ら
れ
て
い
た
が
、
皇
室
に
と
っ
て
、
そ
の
存
在
の
最
重
要

意
義
は
、
皇
位
を
継
承
し
て
い
く
こ
と
に
あ
る
。
と
り
わ
け
明
治
政
府
は
維
新
の
際
、
「
王
政
復
古
」
を
掲
げ
て
お
り
、
「
明
治

天
皇
」
の
歴
史
的
伝
統
性
が
、
前
政
権
で
あ
る
徳
川
幕
府
よ
り
優
越
し
て
い
る
こ
と
を
統
治
の
正
統
性
の
源
泉
と
し
て
掲
げ
て

い
た
。
し
た
が
っ
て
、
前
政
権
と
の
「
差
」
は
、
連
綿
と
続
い
て
き
た
皇
統
の
「
血
統
」
に
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
ゆ
え
、
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そ
の
血
脈
の
由
緒
を
保
持
し
て
い
く
と
い
う
こ
と
が
重
要
で
あ
っ
た
。
そ
こ
で
、
「
第
三
　
皇
后
宮
ヲ
出
ス
ヘ
キ
家
閥
ヲ
定
ム

ル
事
」
に
お
い
て
、

　
　
皇
統
ノ
綿
々
タ
ル
ハ
即
チ
皇
位
継
承
ノ
法
正
フ
シ
テ
素
レ
サ
ル
ニ
在
リ
而
シ
テ
其
事
大
二
血
統
二
関
係
ス
ル
ヲ
以
テ
皇
后

　
　
宮
ヲ
出
ス
家
閥
ノ
如
キ
亦
之
ヲ
内
定
セ
サ
ル
可
ラ
ス
…
中
略
…
欧
州
各
国
中
凡
ソ
帝
国
ヲ
以
テ
其
体
ヲ
建
ル
モ
ノ
亦
皆
皇

　
　
后
宮
ヲ
出
ス
ノ
家
閥
ヲ
定
メ
タ
リ
蓋
シ
其
法
同
等
婚
姻
二
基
ク
ト
云
フ
因
テ
顧
フ
ニ
宜
ク
此
等
ノ
傍
例
ヲ
参
酌
シ
吾
力
古

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
典
二
拠
リ
以
テ
制
度
ヲ
査
定
ス
ル
ハ
亦
甚
タ
緊
要
ノ
事
ナ
リ
ト
ス

と
い
う
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
次
の
天
皇
の
血
統
に
影
響
す
る
「
皇
后
」
を
輩
出
す
る
に
ふ
さ
わ
し
い
家
柄
を
、
特

別
な
身
分
と
し
て
格
上
げ
し
、
人
々
に
知
ら
し
め
る
必
要
性
を
認
識
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

　
ま
た
、
皇
后
宮
を
輩
出
す
る
家
柄
を
特
別
に
定
め
る
と
い
う
こ
と
は
、
身
分
の
序
列
の
対
象
が
皇
族
全
体
に
ま
で
広
が
る
こ

と
に
つ
な
が
る
。
「
第
二
　
皇
族
ノ
秩
序
ヲ
定
ム
ル
事
」
で
は
、

　
　
謹
テ
案
ス
ル
ニ
皇
統
ノ
綿
々
タ
ル
萬
世
一
系
天
壌
ト
與
二
窮
極
ア
ル
コ
ト
ナ
シ
於
是
天
紘
二
淵
源
ア
リ
分
流
ア
リ
故
二
同

　
　
一
ノ
皇
族
ニ
シ
テ
親
疎
本
末
ノ
別
ナ
キ
コ
ト
能
ハ
ス
後
来
皇
室
ノ
益
繁
栄
二
従
テ
皇
族
ノ
数
益
々
振
々
タ
ル
ヘ
ク
従
テ
親

　
　
疎
本
末
ノ
別
モ
亦
愈
繁
カ
ル
ヘ
シ
夫
レ
皇
親
ノ
中
時
二
或
ハ
入
テ
大
統
ヲ
継
ク
コ
ト
ア
ル
ヘ
シ
時
二
或
ハ
降
テ
華
族
二
列

　
　
ス
ル
コ
ト
ア
ル
ヘ
シ
或
ハ
親
中
疎
ア
リ
或
ハ
疎
中
親
ア
リ
是
レ
宜
ク
今
日
二
於
テ
皇
籍
中
二
就
キ
親
疎
本
末
ノ
秩
序
ヲ
定

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
）

　
　
メ
簿
冊
二
書
シ
テ
以
テ
後
世
ノ
式
ト
ナ
ス
ヘ
シ

と
い
う
よ
う
に
、
皇
族
及
び
そ
の
縁
者
の
身
分
の
序
列
を
明
確
に
制
度
化
す
る
事
で
、
天
皇
の
血
統
の
聖
性
を
よ
り
際
立
た
せ

よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
皇
統
の
中
で
も
と
り
わ
け
天
皇
の
血
統
の
「
聖
性
」
を
傑
出
さ
せ
る
べ
く
、
皇
族
の
中
で
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も
、
そ
の
血
脈
に
よ
っ
て
身
分
を
細
分
化
し
、
ま
た
、
次
代
の
天
皇
の
血
統
に
影
響
を
与
え
る
皇
后
を
輩
出
す
る
家
柄
を
特
別

な
家
閥
と
し
て
格
づ
け
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。

　
身
分
の
厳
格
な
細
分
化
の
対
象
は
、
皇
族
だ
け
に
と
ど
ま
ら
な
か
っ
た
。
「
第
四
　
爵
位
令
並
華
士
族
尊
卑
区
別
ノ
事
」
の

な
か
で
、

　
　
人
臣
尊
卑
ノ
序
明
カ
ナ
レ
ハ
平
民
ヨ
リ
ハ
華
士
族
ヲ
尊
ト
シ
華
士
族
ヨ
リ
ハ
皇
族
ヲ
尊
ト
ス
於
是
皇
上
光
威
徳
澤
ヲ
景
仰

　
　
セ
サ
ル
者
ナ
シ
是
故
二
海
外
諸
国
凡
ソ
立
君
ノ
邦
ニ
シ
テ
官
等
勲
爵
ヲ
設
ケ
テ
以
テ
其
臣
民
ヲ
秩
序
セ
サ
ル
コ
ト
ナ
シ
方

　
　
今
我
朝
官
位
勲
等
ノ
事
ハ
既
二
定
法
ア
リ
猫
リ
爵
ハ
則
テ
未
タ
シ
是
レ
宣
二
閾
典
二
非
ル
無
ラ
ン
ヤ
宜
ク
叙
爵
ノ
法
ヲ
定

　
　
メ
更
二
叙
位
ノ
法
ヲ
改
メ
貴
賎
尊
卑
ノ
分
ヲ
シ
テ
判
然
ト
シ
テ
明
カ
ナ
ラ
シ
ム
ヘ
シ

　
　
蓋
シ
爵
ハ
人
臣
ノ
品
流
ヲ
序
ス
ル
モ
ノ
ナ
リ
故
二
爵
ア
ル
者
ハ
即
チ
貴
族
ナ
ル
ヘ
シ
按
ス
ル
ニ
我
国
ノ
貴
族
ハ
則
チ
華
族

　
　
二
外
ナ
ラ
ス
而
シ
テ
華
族
ノ
中
自
ラ
尊
卑
ノ
区
別
ア
リ
今
爵
号
以
テ
之
力
尊
卑
ヲ
序
ス
ル
一
様
ノ
爵
ヲ
以
テ
ス
ル
コ
ト
能

　
　
ハ
ス
因
テ
華
族
ヲ
五
等
二
分
チ
爵
五
階
ヲ
以
テ
之
ヲ
倫
叙
ス
ヘ
シ
其
叙
位
ハ
則
チ
五
位
ヲ
初
叙
ト
シ
漸
次
昇
進
ノ
法
ヲ
立

　
　
ツ
ル
ヲ
要
ス

　
　
士
族
ノ
如
キ
亦
一
種
ノ
貴
族
ト
為
ス
ヘ
キ
モ
ノ
ナ
リ
宜
ク
其
族
令
ヲ
定
メ
テ
之
ヲ
五
等
二
分
チ
其
尊
卑
ヲ
秩
序
ス
ヘ
キ
モ

　
　
　
　
（
1
0
）

　
　
ノ
ト
ス

と
述
べ
て
い
る
。

　
こ
れ
ま
で
の
岩
倉
の
華
族
と
の
関
係
に
関
す
る
研
究
は
、
公
家
と
い
う
出
事
に
起
因
し
て
、
華
族
の
政
治
指
導
者
と
い
う
側

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

面
か
ら
考
察
さ
れ
て
き
た
。
坂
本
一
登
氏
は
、
「
華
族
の
立
憲
制
へ
の
対
応
と
岩
倉
」
の
な
か
で
、
岩
倉
は
あ
ら
ゆ
る
改
革
の
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大
前
提
と
し
て
、
天
皇
制
秩
序
の
要
と
期
待
す
る
華
族
を
一
つ
の
ま
と
ま
っ
た
統
一
体
と
し
て
維
持
す
る
事
を
何
よ
り
も
優
先

し
た
と
分
析
し
て
い
る
。

　
ま
た
、
華
族
に
関
す
る
研
究
に
お
い
て
は
、
将
来
の
上
院
開
設
に
備
え
た
、
政
治
的
見
識
の
拡
充
を
は
か
る
た
め
に
創
設
さ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
2
）

れ
た
華
族
会
館
の
創
設
に
関
し
て
や
、
上
院
を
教
化
す
る
た
め
に
制
定
さ
れ
た
新
華
族
の
創
設
さ
れ
る
に
至
る
と
い
う
過
程
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
3
）

つ
い
て
の
研
究
が
主
で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
明
治
国
家
形
成
に
お
い
て
、
華
族
は
主
体
的
な
地
位
も
役
割
も
与
え
ら
ず
、
そ

の
無
能
力
ぶ
り
が
強
調
さ
れ
る
と
い
う
見
解
が
主
流
で
あ
っ
た
。

　
し
か
し
岩
倉
は
、
伊
藤
博
文
の
帰
国
後
の
憲
法
起
草
お
よ
び
、
国
会
開
設
の
時
期
が
明
治
二
十
三
年
と
確
定
し
て
い
る
こ
と

を
認
識
し
な
が
ら
も
、
こ
こ
で
は
単
な
る
上
院
の
構
成
要
員
と
し
て
華
族
を
見
て
い
た
の
で
は
な
か
っ
た
。

　
明
治
維
新
の
際
、
そ
れ
以
前
の
士
農
工
商
の
身
分
制
度
を
否
定
し
、
「
四
民
平
等
」
を
宣
言
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
の

時
、
社
合
的
身
分
の
序
列
を
厳
格
に
規
定
す
る
事
で
、
天
皇
を
頂
点
と
し
た
社
会
構
造
の
制
度
化
を
謀
っ
た
の
で
あ
る
。

　
つ
ま
り
岩
倉
は
、
明
治
国
家
に
お
け
る
新
た
な
社
会
秩
序
を
、
身
分
の
序
列
を
制
度
化
す
る
こ
と
で
、
天
皇
を
頂
点
に
戴
く

社
会
構
造
を
明
確
化
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
こ
と
で
通
常
目
に
見
え
な
い
社
会
秩
序
の
具
象
化
を
は
か
ろ

う
と
し
た
の
で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
岩
倉
は
華
族
に
、
皇
族
と
平
民
の
間
に
位
置
す
る
社
会
的
身
分
層
と
し
て
の
役
割
を
見
出

し
て
い
た
の
で
あ
る
。

　
ま
た
岩
倉
は
、
旧
態
依
然
の
「
華
族
」
の
地
位
を
維
持
す
る
こ
と
に
固
執
し
て
い
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。
「
第
八
　
勅
授

帯
剣
及
賞
賜
刃
剣
ノ
規
則
ヲ
定
ル
事
」
に
お
い
て
、

　
　
尚
武
ハ
我
力
建
国
ノ
体
ナ
リ
故
二
草
薙
ノ
御
剣
之
ヲ
伝
国
ノ
神
器
ト
ス
於
是
国
民
一
般
二
武
ヲ
好
ミ
剣
ヲ
尊
フ
ノ
俗
ヲ
為
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ス
…
中
略
…
夫
レ
賞
賜
ナ
ル
者
ハ
天
子
ノ
恩
恵
二
出
ツ
ル
ト
人
心
ヲ
奨
励
ス
ル
ノ
政
策
ト
並
ヒ
存
ス
ル
モ
ノ
ナ
リ
故
二
賞

　
　
賜
ノ
物
品
ノ
如
キ
ハ
大
二
注
意
ヲ
要
セ
サ
ル
ヘ
カ
ラ
ス
今
勅
授
帯
剣
ノ
制
ヲ
起
サ
バ
国
民
固
有
ノ
情
二
合
フ
ヲ
以
テ
功
労

　
　
者
ヲ
シ
テ
必
ス
一
層
ノ
感
激
ヲ
増
サ
シ
ム
ル
ニ
足
ル
ヘ
シ

　
　
孝
子
節
婦
義
僕
ヲ
褒
賞
ス
ル
ハ
既
二
其
定
則
ア
リ
ト
錐
其
抜
群
ノ
者
ハ
内
務
省
ノ
上
申
ニ
ョ
リ
特
別
ノ
褒
賞
ト
シ
テ
短
刀

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ね
　

　
　
恩
賜
ノ
典
ヲ
定
メ
ハ
亦
大
二
忠
孝
ノ
風
ヲ
奨
励
ス
ル
ニ
足
ル
ヘ
シ

と
し
、
ま
た
「
第
十
　
功
臣
ノ
記
念
像
ヲ
設
ク
ル
事
」
と
し
て
、

　
　
支
那
ノ
古
昔
二
功
臣
閣
ヲ
設
ケ
テ
其
勲
功
ヲ
後
世
二
表
ス
ル
コ
ト
有
リ
我
力
朝
ノ
紫
震
殿
賢
聖
障
子
ノ
如
キ
モ
亦
徳
ヲ
崇

　
　
ミ
善
ヲ
楽
ム
ノ
意
ヲ
示
シ
給
フ
ニ
在
リ
夫
ノ
句
践
ノ
鋳
像
宣
帝
ノ
麟
麟
閣
光
武
ノ
雲
壼
太
宗
ノ
凌
姻
閣
等
其
意
皆
賢
哲
ヲ

　
　
尚
ヒ
忠
義
ヲ
後
世
二
励
マ
ス
ニ
非
ラ
サ
ル
ハ
ナ
シ
又
欧
州
ニ
ハ
銅
像
建
設
ノ
例
ア
リ
宜
ク
此
等
ノ
例
ヲ
採
リ
之
二
倣
フ
ヘ

　
　
シ
然
レ
ト
モ
特
二
塁
ヲ
築
キ
閣
ヲ
造
ク
ル
ヲ
用
ヰ
ス
神
器
官
ヲ
再
興
セ
ハ
其
殿
廉
廻
廊
等
ヲ
以
テ
之
二
充
ツ
ヘ
シ
其
方
法

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
5
）

　
　
ノ
如
キ
ハ
精
密
ノ
考
案
ヲ
要
ス
ヘ
シ

と
述
べ
て
い
る
。
こ
こ
で
褒
賞
の
対
象
と
さ
れ
て
い
る
の
は
、
「
功
臣
」
す
な
わ
ち
、
維
新
の
際
に
功
労
が
あ
り
、
現
在
明
治

政
府
の
中
枢
に
位
置
す
る
人
物
達
を
指
し
て
い
る
。
彼
ら
は
、
か
つ
て
の
身
分
制
の
み
を
そ
の
位
階
の
基
準
と
す
る
な
ら
ば
、

下
位
に
位
置
付
け
ら
れ
て
し
ま
う
存
在
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
褒
賞
の
対
象
が
「
功
労
」
と
さ
れ
、
さ
ら
に
、
そ
れ
に
よ
り
名

誉
と
称
号
が
与
え
ら
る
こ
と
で
、
出
世
の
可
能
性
を
得
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
古
い
家
柄
制
度
に
必
ず
し
も
固
執
し
な
い
こ

と
で
、
そ
の
序
列
に
、
「
新
規
参
入
」
で
き
る
機
会
を
与
え
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
新
し
い
地
位
は
、
家
柄
よ
り
も
、

明
治
維
新
が
起
こ
っ
た
時
点
で
占
め
て
い
た
位
置
に
根
拠
を
求
め
る
も
の
で
あ
り
、
さ
ら
に
、
天
皇
に
よ
っ
て
与
え
ら
れ
る
称
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号
に
よ
っ
て
決
定
づ
け
ら
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
。

　
す
な
わ
ち
、
皇
族
以
外
の
天
皇
を
取
り
巻
く
臣
た
ち
の
身
分
の
序
列
は
、
明
治
政
府
内
で
の
序
列
で
あ
り
、
家
柄
に
根
拠
を

持
た
な
い
「
親
規
参
入
者
」
で
あ
る
彼
ら
は
、
天
皇
か
ら
「
功
臣
」
と
し
て
の
称
号
及
び
、
帯
刀
、
銅
像
化
が
許
可
さ
れ
る

「
名
誉
」
が
与
え
ら
れ
る
こ
と
に
よ
り
、
そ
の
地
位
が
確
立
さ
れ
得
る
で
あ
る
。

　
岩
倉
自
身
、
従
来
の
身
分
か
ら
言
え
ば
、
下
位
に
位
置
し
て
い
た
。
し
た
が
っ
て
、
古
い
家
柄
制
度
の
み
に
固
執
す
る
事
は
、

岩
倉
に
と
っ
て
も
得
策
と
は
言
え
な
か
っ
た
。
実
際
こ
の
当
時
岩
倉
は
、
公
家
で
あ
る
と
い
う
出
自
と
、
維
新
の
功
臣
で
あ
る

と
い
う
事
で
、
諸
参
議
の
上
の
「
右
大
臣
」
に
位
置
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

　
し
か
も
岩
倉
は
、
こ
の
内
規
取
調
局
の
建
議
書
の
中
で
、
欧
州
諸
国
の
貴
族
制
度
を
意
識
し
、
ま
た
、
参
照
す
べ
き
で
あ
る

と
繰
り
か
え
し
述
べ
て
い
る
。
つ
ま
り
岩
倉
は
、
単
に
華
族
の
地
位
の
保
持
や
、
古
例
に
固
執
す
る
保
守
派
の
指
導
者
で
は
な

か
っ
た
の
で
あ
る
。

m
　
儀
式
の
創
造
、
古
礼
の
復
活

岩
倉
は
、
内
規
取
調
局
で
調
査
す
べ
き
こ
と
の
第
一
に
、
「
神
祇
官
再
興
ノ
事
」
を
挙
げ
て
い
る
。

　
謹
テ
案
ス
ル
天
皇
ハ
九
五
ノ
尊
位
二
居
リ
親
ヲ
億
兆
ヲ
卒
テ
天
地
ノ
神
祇
ヲ
崇
祀
シ
祖
宗
ノ
神
霊
ヲ
奉
祭
シ
給
フ
古
ヨ
リ

　
其
典
礼
甚
タ
厳
ナ
リ
故
ヲ
以
テ
古
昔
ハ
神
祇
官
ヲ
太
政
官
ノ
上
二
置
ク
是
二
於
テ
宗
廟
ノ
礼
定
マ
リ
孝
悌
ノ
道
立
ツ
蓋
シ

　
上
タ
ル
者
既
二
此
ノ
如
シ
下
タ
ル
者
則
チ
靡
然
ト
シ
テ
忠
孝
ノ
風
二
赴
ク
今
宜
ク
古
典
二
拠
リ
神
祇
官
ヲ
再
興
ス
ヘ
シ
然
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リ
ト
錐
今
ノ
時
ハ
古
ノ
時
ト
異
ナ
リ
神
紙
官
ノ
制
度
モ
亦
世
態
人
情
二
従
テ
以
テ
之
ヲ
定
ム
ヘ
シ
庶
幾
ク
ハ
守
株
刻
舟
ノ

　
　
　
　
　
　
（
1
6
）

　
　
随
ヲ
免
レ
ン
カ

　
岩
倉
は
何
も
、
神
道
の
国
教
化
や
、
政
教
一
致
を
念
頭
に
お
い
て
神
舐
官
の
任
務
を
は
か
ろ
う
と
し
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。

と
い
う
の
も
、
岩
倉
は
神
祇
官
の
任
務
を
、

　
　
而
テ
官
吏
選
挙
規
則
及
退
隠
令
ヲ
創
定
セ
ラ
レ
爾
来
官
吏
任
命
ノ
時
ハ
神
舐
官
二
於
テ
皇
室
及
国
家
二
対
シ
精
忠
ヲ
壷
ス

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
7
）

　
　
ヘ
キ
コ
ト
ラ
誓
ハ
シ
ム
ヘ
シ
此
誓
ハ
皇
国
ノ
古
典
二
撚
リ
拠
リ
欧
州
諸
国
ノ
例
ヲ
参
酌
シ
テ
其
儀
式
ヲ
創
定
ス
ヘ
シ

と
規
定
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
神
祇
官
の
官
吏
任
命
儀
式
を
執
り
行
う
式
事
と
し
て
の
神
祇
官
の
役
割
に
着
目
し
て
い
た
の
で

あ
る
。
す
な
わ
ち
岩
倉
は
、
「
儀
式
ヲ
創
定
」
す
る
事
に
意
義
を
み
い
だ
し
て
い
た
の
で
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
皇
室
、
国
家

へ
の
忠
誠
を
誓
う
儀
式
を
執
り
行
う
と
い
う
役
職
で
あ
る
か
ら
こ
そ
、
神
舐
官
が
太
政
官
の
上
に
位
置
す
る
と
考
え
た
の
で
あ

る
。　

岩
倉
は
、
こ
の
官
吏
任
命
儀
式
の
目
的
を
、
「
皇
室
及
国
家
二
対
シ
精
忠
ヲ
蓋
ス
ヘ
キ
コ
ト
ラ
誓
ハ
シ
ム
」
事
と
し
た
わ
け

で
あ
る
か
ら
、
当
然
こ
の
儀
式
は
、
天
皇
は
も
と
よ
り
、
他
の
皇
族
、
政
府
の
実
力
者
が
一
同
に
会
す
る
場
で
執
り
行
わ
れ
る

事
を
想
定
し
て
い
た
。
つ
ま
り
そ
の
儀
式
は
、
誰
が
誰
に
忠
誠
を
誓
う
か
と
い
う
構
図
が
、
明
確
に
可
視
化
さ
れ
る
場
で
あ
っ

た
。
さ
ら
に
、
そ
の
儀
式
で
の
席
次
に
よ
り
、
天
皇
を
頂
点
と
し
た
社
会
秩
序
が
、
天
皇
か
ら
の
距
離
に
よ
っ
て
客
観
化
さ
れ

る
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
官
吏
任
命
と
い
う
儀
式
を
通
じ
て
、
普
段
は
目
に
見
え
な
い
明
治
国
家
の
権
力
の
方
向
性
が
可
視

化
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
ま
た
、
儀
式
に
つ
な
が
る
も
の
と
し
て
岩
倉
は
、
「
第
六
　
礼
服
ノ
事
」
を
挙
げ
る
。
そ
の
な
か
で
、
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古
制
ノ
祭
服
礼
服
ノ
如
キ
モ
決
シ
テ
廃
棄
二
付
ス
可
カ
ラ
ス
現
今
西
洋
諸
国
ト
錐
大
礼
ヲ
行
フ
ニ
當
テ
ハ
猶
ホ
古
服
ヲ
被

　
　
テ
古
礼
ヲ
守
ル
コ
ト
甚
タ
謹
メ
リ
況
ヤ
我
邦
皇
統
ノ
綿
々
タ
ル
直
チ
ニ
太
古
ヨ
リ
今
日
二
至
ル
ヲ
ヤ
宜
ク
古
礼
古
服
ヲ
存

　
　
シ
衆
庶
ヲ
シ
テ
崇
向
ノ
情
ヲ
起
サ
シ
ム
ヘ
シ
蓋
シ
即
位
立
太
子
立
后
等
ノ
大
礼
ハ
自
今
西
京
二
於
テ
古
礼
二
従
ヒ
之
ヲ
執

　
　
行
セ
ン
ト
ノ
議
ア
リ
然
レ
ト
モ
廃
棄
今
日
ノ
如
ニ
シ
テ
数
年
ノ
後
二
及
ハ
・
絶
テ
古
礼
古
服
ノ
制
ヲ
知
ル
者
無
キ
ニ
至
ル

　
　
ヘ
シ
因
テ
毎
歳
大
祭
日
二
於
テ
皇
族
宮
内
官
員
等
ヲ
シ
テ
古
服
ヲ
被
テ
古
礼
ヲ
修
メ
シ
ム
ル
ヲ
要
ス
條
規
ハ
豫
メ
之
ヲ
調

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
査
ス
ヘ
キ
モ
ノ
ト
ス

と
述
べ
て
い
る
。
立
太
子
、
立
后
の
よ
う
な
大
礼
を
、
国
家
の
象
徴
的
、
儀
礼
的
地
景
上
の
首
都
で
あ
る
東
翻
に
お
い
て
、
古

服
で
、
古
礼
に
則
っ
て
行
な
う
と
い
う
こ
と
が
、
皇
統
が
連
綿
と
「
続
い
て
」
い
る
と
い
う
歴
史
的
伝
統
性
の
証
に
つ
な
が
る

事
を
認
識
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
古
服
、
古
礼
を
過
去
の
遺
物
と
し
て
風
化
さ
せ
な
い
よ
う
調
査
し
、
修
学
す
る
必

要
が
あ
る
と
判
断
し
た
の
で
あ
っ
た
。

　
過
去
の
祭
礼
の
復
興
と
し
て
岩
倉
は
、
「
第
七
　
吉
礼
凶
礼
ノ
事
」
と
し
て
、

　
　
新
嘗
祭
ハ
国
家
ノ
大
礼
ナ
リ
天
皇
徹
宵
シ
テ
親
ラ
祭
典
ヲ
執
行
シ
給
フ
蓋
シ
新
穀
ヲ
供
シ
テ
更
二
来
歳
ノ
豊
饒
ヲ
祈
ル
其

　
　
意
邦
家
億
兆
ヲ
仁
愛
ス
ル
ノ
極
ニ
シ
テ
決
シ
テ
宮
中
ノ
私
事
二
非
ス
国
民
タ
ル
者
量
二
此
大
礼
ヲ
崇
向
シ
且
ツ
聖
意
ヲ
体

　
　
認
セ
サ
ル
可
ン
ヤ
是
ヲ
以
テ
維
新
前
此
日
二
當
テ
ハ
西
京
ノ
臣
民
皆
不
課
シ
テ
夜
ヲ
守
リ
寒
食
シ
テ
火
ヲ
戒
シ
ム
之
ヲ
咽

　
　
止
ト
称
ス
其
謹
慎
恭
敬
ノ
情
誠
二
想
像
ス
ヘ
シ
維
新
以
来
皇
室
益
ス
興
隆
シ
テ
此
ノ
大
祭
亦
未
タ
嘗
テ
怠
廃
セ
ラ
レ
ス
然

　
　
ル
ニ
今
日
官
吏
以
下
萬
民
ノ
情
ハ
之
ヲ
十
有
余
年
ノ
前
二
比
ス
ル
ニ
殆
ン
ト
別
天
地
ノ
如
シ
誠
二
以
テ
可
嘆
ノ
至
リ
ナ
リ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
れ
　

　
　
自
今
宜
ク
此
等
ノ
吉
礼
ハ
普
ク
民
ヲ
シ
テ
知
ラ
シ
ム
ル
ノ
制
ヲ
定
ム
ヘ
シ
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と
、
そ
の
重
要
性
を
述
べ
て
い
る
。
岩
倉
は
、
徳
川
幕
府
時
代
、
政
権
が
幕
府
に
あ
っ
た
と
は
い
え
、
将
軍
が
江
戸
に
居
住
し

て
い
た
こ
と
か
ら
、
京
都
で
は
天
皇
が
伝
統
的
支
配
者
と
し
て
、
京
都
の
人
々
の
意
識
の
中
で
存
在
し
つ
づ
け
て
い
た
こ
と
に

着
目
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
長
ら
く
続
い
た
武
家
政
権
の
間
も
、
天
皇
が
人
々
の
間
で
忘
れ
去
ら
れ
ず
に
い
た
の
は
、
天
皇
と

と
も
に
行
な
わ
れ
る
祭
礼
に
よ
っ
て
そ
の
意
識
が
培
わ
れ
て
き
た
か
ら
で
あ
り
、
そ
の
こ
と
を
活
用
し
よ
う
と
考
え
た
の
で
あ

る
。
そ
し
て
、
こ
の
種
の
祭
礼
を
全
国
レ
ベ
ル
で
行
な
う
こ
と
で
、
天
皇
へ
の
崇
敬
意
識
を
全
国
的
に
培
養
し
よ
う
と
し
た
の

で
あ
る
。

　
ま
た
、
新
嘗
祭
に
関
し
て
は
、
「
第
九
　
神
餓
米
献
貢
ノ
事
」
の
な
か
で
、

　
　
我
国
農
ヲ
以
テ
本
ト
シ
穀
ハ
米
ヲ
以
テ
貴
ト
ス
瑞
穂
ノ
美
構
因
テ
起
ル
所
以
ナ
リ
故
二
各
地
方
農
業
ヲ
以
テ
素
封
ナ
ル
者

　
　
亦
多
シ
今
此
輩
ノ
為
二
君
上
ヲ
敬
愛
ス
ル
ノ
情
ヲ
啓
導
セ
ン
ト
欲
セ
ハ
如
カ
ス
毎
年
新
嘗
祭
ノ
大
礼
ヲ
行
フ
ニ
当
リ
神
饒

　
　
聚
盛
ノ
米
ヲ
献
セ
シ
ム
ヘ
シ
其
量
ハ
固
ヨ
リ
多
キ
ヲ
要
セ
ス
其
人
ハ
則
チ
地
方
官
ノ
適
宜
ヲ
以
テ
各
郡
中
二
就
テ
毎
年
交

　
　
代
セ
シ
ム
其
献
米
ハ
則
チ
天
皇
資
テ
以
テ
大
礼
ヲ
行
ヒ
自
ラ
之
ヲ
神
祇
二
供
シ
且
ツ
来
歳
ノ
豊
饒
ヲ
祈
ル
如
斯
ナ
レ
ハ
則

　
　
チ
国
民
米
穀
ヲ
貴
重
ス
ル
ノ
風
ヲ
起
シ
従
テ
農
事
ヲ
励
マ
シ
大
二
他
日
ノ
輸
出
米
二
好
影
響
ヲ
與
フ
ル
ニ
足
ル
ヘ
シ
倦
テ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
れ
　

　
　
祭
祇
終
ラ
バ
供
神
ノ
昨
ヲ
以
テ
米
ヲ
献
ス
ル
者
二
頒
賜
ス
ヘ
シ
是
レ
一
些
事
卜
錐
大
二
人
心
二
関
ス
ル
者
ア
リ

と
述
べ
て
い
る
。
先
述
の
よ
う
に
、
岩
倉
は
古
い
儀
式
を
甦
ら
せ
る
こ
と
で
、
「
天
皇
」
の
も
つ
歴
史
的
伝
統
性
に
関
す
る
認

識
の
普
及
を
も
く
ろ
ん
で
い
た
。
と
り
わ
け
、
そ
の
認
識
を
各
地
の
一
般
人
民
に
ま
で
広
め
る
た
め
に
は
、
そ
の
行
事
に
あ
ま

ね
く
参
加
さ
せ
る
事
こ
そ
、
最
も
有
効
で
あ
る
こ
と
に
気
付
い
て
い
た
の
で
あ
る
。

　
つ
ま
り
岩
倉
は
、
新
嘗
祭
を
天
皇
が
国
家
儀
礼
と
し
て
執
行
し
、
か
つ
全
国
的
に
人
民
が
参
加
す
る
事
で
、
行
事
執
行
者
で
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あ
る
天
皇
へ
の
恭
敬
の
情
を
広
く
養
う
こ
と
が
可
能
に
な
る
と
考
え
た
の
で
あ
る
。

　
ま
た
、
岩
倉
は
こ
の
な
か
で
、

　
　
下
民
其
献
貢
ヲ
以
テ
疾
シ
ト
ス
ル
コ
ト
無
キ
ノ
ミ
ナ
ラ
ス
実
二
以
テ
郷
村
ノ
栄
誉
ト
ナ
ス
下
民
淳
厚
敬
愛
ノ
情
宜
ク
然
ル

　
　
ヘ
キ
ナ
リ
…
中
略
…
要
ス
ル
ニ
前
条
述
ル
所
ハ
下
情
ヲ
融
釈
シ
テ
忠
孝
敬
愛
ノ
地
ヲ
為
ス
ニ
在
ル
ヲ
以
テ
萬
一
此
二
因
テ

　
　
民
時
ヲ
奪
ヒ
民
財
ヲ
魔
ス
ル
ニ
至
ラ
ハ
則
チ
大
二
不
可
ナ
リ
故
二
其
内
規
ヲ
定
メ
テ
制
限
ヲ
立
ル
コ
ト
尤
モ
深
切
ノ
注
意

　
　
　
　
　
ほ
　

　
　
ヲ
要
ス

と
述
べ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
米
を
各
地
か
ら
「
献
上
」
す
る
事
の
重
要
性
を
意
識
し
て
い
た
こ
と
が
窺
わ
れ
る
。

　
そ
も
そ
も
、
新
嘗
祭
の
意
味
は
、
新
穀
を
供
し
、
さ
ら
に
来
年
度
の
豊
饒
を
祈
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
新
嘗
祭
の

主
役
で
あ
る
「
米
」
を
、
毎
年
各
地
か
ら
献
納
さ
せ
る
こ
と
に
よ
り
、
全
国
民
の
参
加
意
識
を
高
め
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。

　
と
い
う
の
も
米
は
日
本
人
の
主
食
で
あ
り
、
「
我
国
農
ヲ
以
テ
本
ト
シ
穀
ハ
米
ヲ
以
テ
貴
ト
ス
瑞
穂
ノ
美
構
因
テ
起
ル
所
以

ナ
リ
」
と
い
う
意
識
が
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
そ
の
尊
い
米
を
媒
介
に
す
る
こ
と
で
、
日
本
国
民
と
し
て
の
連
帯
意
識
が
作
り
出

さ
れ
る
の
を
助
け
る
こ
と
に
な
る
こ
と
を
鑑
み
て
、
新
嘗
祭
の
国
家
行
事
化
を
も
く
ろ
ん
だ
の
で
あ
る
。

　
ま
た
、
そ
の
地
方
の
官
吏
が
、
代
表
と
し
て
米
を
献
上
す
る
と
い
う
行
為
を
通
じ
て
、
そ
の
地
方
の
住
民
が
、
そ
の
地
方
と

中
央
統
治
者
で
あ
る
天
皇
と
の
従
属
意
識
を
強
く
し
、
自
己
の
領
域
を
国
家
の
一
部
と
し
て
意
識
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に

な
り
、
か
つ
同
一
儀
式
に
、
全
国
民
が
参
加
し
て
い
る
と
い
う
一
体
感
が
生
ま
れ
る
こ
と
を
ね
ら
っ
た
の
で
あ
る
。

　
さ
ら
に
献
上
が
、
各
地
方
の
持
ち
ま
わ
り
と
な
る
こ
と
で
、
実
際
に
目
に
す
る
こ
と
が
不
可
能
な
、
遠
く
離
れ
た
地
方
を
も
、

同
じ
国
家
に
属
す
る
「
地
方
」
と
し
て
認
識
す
る
こ
と
が
可
能
に
な
る
の
で
あ
る
。

131



岩倉具視の古式復興及び身分制度確立の意図（伊藤真実子）

　
こ
の
よ
う
に
、
地
方
を
国
家
の
中
央
と
結
び
つ
け
る
装
置
と
し
て
の
新
嘗
祭
の
効
用
と
、
前
任
の
統
治
体
制
で
あ
る
徳
川
幕

藩
体
制
で
は
不
可
能
で
あ
っ
た
国
家
的
行
事
と
す
る
こ
と
の
効
用
を
、
岩
倉
は
十
分
に
意
識
し
て
い
た
と
い
え
よ
う
。

N
　
お
わ
り
に

　
以
上
の
よ
う
に
、
岩
倉
は
従
来
言
わ
れ
て
き
た
よ
う
な
、
伝
統
を
重
視
し
、
天
皇
、
皇
室
、
華
族
の
擁
護
の
為
だ
け
に
、
内

規
取
調
局
を
設
置
し
、
か
つ
襲
と
し
て
陣
頭
指
揮
に
立
っ
て
い
．
煙
わ
け
で
は
な
か
っ
た
・
岩
倉
は
・
伝
統
の
保
護
と
い
う
よ

う
な
消
極
的
動
機
か
ら
で
は
な
く
、
む
し
ろ
天
皇
を
頂
点
と
す
る
支
配
構
造
の
形
成
と
、
自
ら
も
そ
の
構
成
員
と
し
て
、
そ
こ

で
の
存
在
地
位
を
確
立
す
る
と
い
う
積
極
的
動
機
か
ら
内
規
取
調
局
の
設
置
を
建
議
し
た
の
で
あ
る
。

　
岩
倉
は
ま
ず
、
天
皇
を
頂
点
と
し
た
第
一
義
的
社
会
構
造
と
し
て
、
天
皇
と
、
何
ら
か
の
儀
式
な
ど
の
場
面
に
お
い
て
そ
こ

に
同
席
す
る
こ
と
を
許
さ
れ
た
人
々
か
ら
な
る
空
間
を
想
定
す
る
。
す
な
わ
ち
、
そ
れ
ら
の
人
々
と
い
う
の
は
、
皇
族
、
華
士

族
、
政
府
中
枢
の
人
物
、
そ
し
て
官
吏
か
ら
な
る
階
層
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
天
皇
の
同
席
す
る
場
面
で
の
席
次
は
、
身
分
の

よ
り
一
層
の
厳
格
な
細
分
化
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
そ
こ
で
の
天
皇
か
ら
の
距
離
が
、
そ
の
人
の
政
治

的
地
位
や
権
力
を
推
し
量
る
指
標
な
の
で
あ
っ
た
。

　
つ
ま
り
岩
倉
は
、
そ
の
「
身
分
」
に
や
ど
る
単
な
る
称
号
以
上
の
付
加
価
値
を
認
識
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
「
身
分
」
と
は
、

単
に
門
閥
な
ど
、
そ
の
出
自
に
伴
う
家
格
を
示
す
称
号
に
と
ど
ま
ら
ず
、
政
府
内
で
の
地
位
を
示
す
表
示
で
も
あ
り
、
そ
の
場

合
、
そ
れ
は
政
府
内
で
の
政
治
力
の
尺
度
で
も
あ
っ
た
。
そ
れ
ゆ
え
、
身
分
は
、
皇
族
以
外
は
血
統
や
家
柄
に
よ
っ
て
の
み
規
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定
さ
れ
る
べ
き
で
は
な
い
と
主
張
す
る
の
で
あ
る
。
そ
の
序
列
に
は
褒
賞
と
い
う
名
誉
に
裏
打
ち
さ
れ
た
「
功
臣
」
が
新
た
に

加
わ
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
家
柄
制
度
に
必
ず
し
も
固
執
せ
ず
、
適
宜
そ
れ
を
無
視
す
る
こ
と
で
、
新
し
く
「
功
臣
」
達
に

そ
こ
へ
参
入
す
る
機
会
を
与
え
る
だ
け
で
な
く
、
そ
の
こ
と
で
自
ら
の
地
位
の
上
昇
を
も
可
能
に
す
る
と
い
う
恩
恵
に
あ
ず
か

る
こ
と
が
可
能
に
な
る
の
で
あ
っ
た
。
当
然
岩
倉
は
、
公
家
で
あ
る
と
い
う
家
柄
と
功
臣
と
し
て
の
威
信
に
よ
り
、
誰
よ
り
も

天
皇
の
近
く
に
位
置
で
き
う
る
存
在
で
あ
っ
た
。
そ
れ
ゆ
え
、
華
士
族
の
身
分
の
細
分
化
に
お
け
る
基
準
は
、
家
柄
の
み
に
よ

る
の
で
は
な
く
、
功
臣
で
あ
る
と
い
う
名
誉
も
新
た
な
価
値
基
準
と
し
て
付
け
加
え
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
考
え
た
の
で
あ
っ

た
。　

そ
れ
ゆ
え
「
第
五
　
華
族
ノ
族
号
停
止
及
返
上
ノ
制
ヲ
定
ム
ル
事
」
で
、

　
　
華
族
ハ
皇
国
ノ
貴
族
ヲ
以
テ
四
民
ノ
上
二
立
チ
皇
室
ノ
待
遇
厚
ク
位
階
亦
尊
シ
是
ヲ
以
テ
其
本
分
ノ
義
務
ヲ
鑑
シ
テ
国
家

　
　
二
報
ス
ヘ
キ
ハ
勿
論
平
常
ノ
品
行
営
業
ノ
如
キ
モ
亦
世
人
ノ
標
準
ト
ナ
リ
其
対
面
ヲ
汚
損
セ
サ
ル
ヘ
キ
ヲ
要
ス
然
レ
ト
モ

　
　
目
下
家
産
ヲ
興
サ
ン
ト
ス
ル
ニ
當
テ
ハ
一
時
節
ヲ
折
リ
賎
業
ヲ
取
ル
者
亦
之
レ
無
シ
ト
セ
ス
如
斯
者
或
ハ
其
対
面
ヲ
汚
損

　
　
ス
ル
ノ
恐
ア
ル
ヲ
以
テ
宜
ク
年
数
ヲ
期
シ
其
位
階
ヲ
奉
還
シ
其
族
号
ヲ
停
止
セ
ン
コ
ト
ヲ
出
願
セ
シ
メ
其
業
ヲ
成
シ
其
産

　
　
ヲ
興
ス
ノ
後
二
至
テ
之
ヲ
旧
二
復
ス
ル
ヲ
許
可
シ
若
シ
期
満
ル
モ
猶
賎
業
ヲ
取
ル
者
ハ
其
族
号
ヲ
返
上
セ
シ
ム
ヘ
シ
…
中

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ム
ソ

　
　
略
…
士
族
亦
之
二
倣
フ

と
述
べ
る
。
つ
ま
り
、
華
士
族
が
商
業
活
動
に
よ
り
収
入
を
増
や
す
こ
と
は
不
名
誉
な
こ
と
で
あ
り
、
族
号
を
停
止
、
返
上
す

る
要
因
と
し
て
い
る
。
岩
倉
は
、
商
業
活
動
に
よ
っ
て
得
ら
れ
る
「
富
」
と
い
う
報
酬
で
は
な
く
、
人
々
か
ら
の
尊
敬
、
敬
意

を
払
わ
れ
る
と
い
う
「
名
誉
」
こ
そ
華
士
族
の
報
酬
で
あ
る
と
考
え
る
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
華
士
族
は
、
尊
敬
さ
れ
る
こ
と
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が
そ
の
存
在
意
義
で
あ
る
と
し
た
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
華
士
族
が
そ
の
期
待
を
裏
切
る
よ
う
な
品
行
を
犯
し
た
場
合
に
、
そ
の

特
権
の
返
上
を
課
し
た
の
で
あ
っ
た
。

　
一
方
、
褒
賞
に
よ
っ
て
身
分
の
上
昇
を
得
た
階
層
に
と
っ
て
、
両
皇
は
、
そ
の
名
誉
を
与
え
る
後
ろ
盾
と
し
て
、
威
信
を
放

ち
つ
づ
け
る
存
在
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
な
ぜ
な
ら
褒
賞
を
与
え
る
主
は
、
そ
の
領
域
を
構
成
す
る
全
て
の
人
々
に
崇

拝
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
天
皇
が
尊
敬
さ
れ
る
こ
と
で
、
そ
の
天
皇
か
ら
功
臣
と
し
て
褒
賞

さ
れ
る
事
に
価
値
が
生
ま
れ
、
ま
た
そ
の
こ
と
で
、
そ
の
下
に
位
置
す
る
元
民
と
の
差
異
が
さ
ら
に
際
立
つ
か
ら
で
あ
る
。
つ

ま
り
、
彼
等
に
と
っ
て
天
皇
が
広
く
一
般
か
ら
崇
拝
さ
れ
る
こ
と
は
、
単
に
天
皇
が
主
権
者
と
し
て
社
会
秩
序
の
頂
点
に
位
置

す
る
こ
と
が
重
要
な
だ
け
で
は
な
く
、
彼
ら
の
地
位
も
ま
た
、
人
々
か
ら
認
め
ら
れ
る
上
で
も
重
要
な
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ

て
、
天
皇
と
彼
ら
は
、
「
威
信
」
を
媒
介
に
し
た
相
互
異
存
関
係
に
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。
そ
れ
ゆ
え
、
天
皇
の
存
在
を
よ
り

際
立
た
せ
る
た
め
に
も
、
皇
族
の
中
に
お
い
て
も
身
分
を
細
分
化
す
る
必
要
が
う
ま
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
の
皇
族
の
中
で
の
身

分
序
列
の
決
定
要
素
は
、
天
皇
の
歴
史
的
伝
統
性
に
基
盤
を
置
く
、
そ
の
「
血
統
」
の
純
粋
さ
で
あ
っ
た
。

　
さ
ら
に
、
古
服
、
古
礼
を
復
活
さ
せ
、
か
つ
そ
の
儀
礼
を
国
家
の
象
徴
的
地
景
上
の
首
都
で
あ
る
京
都
で
行
な
う
こ
と
で
、

そ
れ
ま
で
あ
ま
り
知
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
天
皇
を
中
心
と
す
る
国
家
の
歴
史
と
伝
統
を
人
々
に
想
起
さ
せ
る
こ
と
を
試
み
よ
う

と
し
た
の
で
あ
っ
た
。
ま
た
そ
の
儀
礼
を
通
じ
て
、
天
皇
が
支
配
者
で
あ
り
、
か
つ
正
統
性
を
与
え
る
聖
的
秩
序
の
頂
点
に
あ

る
こ
と
を
印
象
付
け
、
天
皇
を
頂
点
と
し
た
社
会
構
造
を
不
動
の
も
の
と
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。

　
天
皇
を
頂
点
と
す
る
第
二
義
的
社
会
構
造
と
し
て
、
先
述
し
た
人
々
以
外
の
社
会
層
す
な
わ
ち
、
一
般
人
民
を
加
え
た
社
会

空
間
が
あ
る
。
か
れ
ら
は
、
米
を
献
上
す
る
と
い
う
役
割
を
担
う
こ
と
で
、
新
嘗
祭
へ
の
参
加
意
識
を
強
く
し
、
ま
た
そ
の
行
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為
を
通
じ
て
、
「
全
国
民
が
参
加
し
て
い
る
」
と
い
う
意
識
を
、
国
民
ひ
と
り
ひ
と
り
が
抱
く
機
会
を
与
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

さ
ら
に
、
新
嘗
祭
を
国
家
行
事
と
し
て
、
そ
の
祭
祀
の
執
行
者
が
天
皇
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
、
天
皇
を
中
心
と
し
た
政
治
的

一
体
感
が
形
成
さ
れ
う
る
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
天
皇
は
長
期
に
わ
た
る
武
家
政
権
に
よ
り
、
京
都
以
外
で
は
そ
の
存
在
が
希

薄
で
あ
っ
た
。
そ
こ
で
、
ま
ず
そ
の
存
在
を
人
々
の
意
識
の
中
に
浸
透
さ
せ
、
か
つ
そ
の
存
在
は
人
々
に
と
っ
て
近
寄
り
難
い
、

超
越
的
な
至
高
存
在
と
し
て
印
象
付
け
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
そ
の
た
め
に
、
巡
幸
が
実
施
さ
れ
、
天
皇
即
位
、
東

幸
な
ど
の
儀
礼
と
と
も
に
、
錦
絵
に
描
か
れ
る
こ
と
で
そ
の
様
子
が
ひ
ろ
め
ら
れ
た
。
そ
の
意
味
で
も
、
新
嘗
祭
は
全
国
民
が

そ
れ
ぞ
れ
参
加
意
識
を
持
つ
こ
と
で
、
全
て
の
人
が
天
皇
と
い
う
政
治
的
権
威
と
間
接
的
に
接
触
す
る
こ
と
が
可
能
に
な
り
、

か
つ
そ
の
こ
と
を
通
じ
て
、
人
民
の
政
治
的
一
体
性
が
形
成
さ
れ
る
と
い
う
有
効
な
装
置
で
あ
っ
た
。

　
錦
絵
に
こ
の
種
の
儀
式
が
描
か
れ
る
場
合
、
そ
の
中
で
描
か
れ
る
場
面
の
登
場
人
物
は
、
天
皇
を
中
心
と
し
た
第
一
義
的
社

会
空
間
を
形
成
す
る
人
々
で
あ
る
。
彼
等
も
ま
た
、
こ
の
種
の
錦
絵
を
通
し
て
直
接
会
う
こ
と
の
な
い
一
般
人
民
に
、
自
ら
の

名
と
と
も
に
、
天
皇
か
ら
の
距
離
に
よ
っ
て
、
そ
の
地
位
の
高
低
、
権
力
の
強
弱
を
知
ら
し
め
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

と
り
わ
け
、
こ
れ
か
ら
行
な
わ
れ
る
で
あ
ろ
う
国
会
開
設
、
憲
法
発
布
式
典
に
お
け
る
天
皇
か
ら
の
距
離
は
、
そ
こ
に
集
う

人
々
の
政
治
的
地
位
を
謙
著
に
表
す
指
標
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
そ
の
憲
法
が
欽
定
憲
法
で
あ
り
、
選
挙
で
選
ば
れ
た
人
民
の
代

表
が
集
う
国
会
の
開
設
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
そ
の
場
に
集
っ
て
い
る
の
は
国
民
の
代
表
者
で
あ
り
、
そ
こ
に
直
接
参
加
で
き
な

い
一
般
人
民
は
、
そ
の
錦
絵
を
見
る
こ
と
を
通
し
て
、
そ
れ
ら
の
式
典
へ
擬
似
参
加
す
る
の
で
あ
る
。

　
大
久
保
利
謙
氏
は
、
『
華
族
制
の
創
出
』
の
な
か
で
、
岩
倉
の
内
規
取
調
局
設
置
理
由
を
、
「
岩
倉
の
執
念
で
あ
る
天
皇
大
権

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
5
）

の
確
立
の
念
願
か
ら
で
、
国
体
の
欧
化
を
極
力
予
防
し
よ
う
と
す
る
国
風
確
保
工
作
に
ほ
か
な
ら
な
い
」
と
述
べ
て
い
る
。
し
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か
し
、
先
述
の
よ
う
に
岩
倉
は
、
ほ
と
ん
ど
の
条
項
に
お
い
て
、
欧
州
各
国
の
例
を
参
酌
す
る
よ
う
指
示
し
、
新
嘗
祭
と
い
う

ま
さ
に
「
国
体
」
に
関
わ
る
祭
礼
に
つ
な
が
る
「
神
齪
米
献
上
ノ
事
」
に
お
い
て
は
、

　
　
具
視
嘗
テ
使
命
ヲ
奉
シ
テ
魯
西
亜
二
註
筍
ス
時
正
二
一
二
月
北
地
匠
寒
ノ
候
ナ
リ
…
中
略
…
国
民
豪
富
某
氏
毎
年
之
ヲ
媛
室

　
　
二
培
養
シ
熟
ス
ル
ニ
及
ン
テ
先
ツ
帝
室
二
献
ス
帝
以
テ
貴
族
大
臣
二
領
饗
ス
之
ヲ
毎
年
ノ
嘉
例
ト
ス
此
日
偶
例
日
二
當
ル

　
　
ナ
リ
顧
フ
ニ
魯
国
ノ
民
ニ
シ
テ
其
君
ヲ
敬
愛
ス
ル
猶
斯
ノ
如
シ
我
朝
ノ
国
体
ニ
シ
テ
却
テ
上
下
乖
離
ノ
状
ア
ル
ハ
何
ソ
ヤ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
6
）

　
　
是
レ
亦
猛
省
セ
サ
ル
可
ラ
ス

と
い
う
よ
う
に
、
「
国
体
」
の
状
況
を
顧
み
て
ロ
シ
ア
の
例
に
な
ら
う
事
を
推
奨
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
岩
倉
は
「
欧
化

予
防
」
に
固
執
し
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
の
で
あ
る
。

　
ま
た
大
久
保
氏
は
、
「
華
士
族
爵
制
の
確
定
」
を
こ
の
建
議
の
重
点
で
あ
っ
た
と
し
、
「
第
四
　
爵
位
令
並
華
士
族
尊
卑
区
別

ノ
事
」
こ
そ
、
岩
倉
の
華
族
論
、
爵
論
、
華
士
区
別
論
の
総
括
で
あ
る
と
述
べ
る
。
と
り
わ
け
岩
倉
は
、
伊
藤
の
爵
号
論
、
華

士
族
貴
族
論
を
固
く
拒
否
し
て
お
り
、
こ
こ
で
岩
倉
は
爵
位
を
認
め
る
が
、
そ
れ
は
飽
く
ま
で
華
族
間
の
階
層
の
事
で
、
士
族

に
つ
い
て
は
ま
た
別
に
族
令
を
定
め
る
べ
き
で
あ
り
、
「
華
族
令
」
と
は
区
別
せ
よ
と
し
て
反
発
し
て
い
る
と
し
、
こ
こ
に
、

伊
藤
に
対
す
る
対
決
の
強
い
姿
勢
が
あ
る
と
述
べ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
岩
倉
の
死
後
に
制
定
さ
れ
た
「
華
族
令
」
で
華
士
族
は

一
括
さ
れ
た
も
の
の
、
こ
の
岩
倉
の
華
士
族
区
別
論
は
、
士
族
上
が
り
は
勲
功
華
族
の
新
華
族
と
し
て
、
華
族
の
問
で
の
旧
新

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
7
）

の
区
別
感
情
と
し
て
色
濃
く
残
っ
た
と
し
て
い
る
。
し
か
し
、
本
当
に
岩
倉
は
、
華
族
と
士
族
の
区
別
を
そ
の
よ
う
な
「
差

異
」
の
視
線
で
見
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

　
岩
倉
は
維
新
の
際
、
こ
れ
ま
で
の
摂
関
制
排
撃
を
う
た
う
「
王
政
復
古
」
論
者
で
あ
っ
た
の
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
単
な
る
旧
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態
依
然
の
家
格
に
こ
だ
わ
る
保
守
派
と
は
い
え
な
い
の
で
あ
る
。

　
ま
た
、
も
し
岩
倉
が
勲
功
に
よ
り
士
族
が
華
族
に
参
入
す
る
の
を
拒
否
し
、
飽
く
ま
で
旧
来
の
家
格
に
よ
っ
て
そ
の
爵
位
が

決
定
さ
れ
る
事
に
こ
だ
わ
る
の
で
あ
れ
ば
、
岩
倉
自
身
、
下
級
公
家
の
出
自
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
そ
の
地
位
は
下
位
に
列
せ

ら
れ
る
事
に
な
る
。

　
し
か
し
王
政
復
古
、
明
治
維
新
に
よ
り
、
摂
関
制
が
廃
止
さ
れ
た
事
に
よ
り
、
そ
れ
ま
で
続
い
た
天
皇
を
取
り
巻
く
状
況
は

壊
さ
れ
、
新
た
に
構
築
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
が
、
こ
の
頃
は
憲
法
が
制
定
さ
れ
る
こ
と
に
よ
り
、
天
皇
と
人
民
と
の
支

配
構
造
の
制
度
化
が
目
前
に
迫
っ
て
い
た
。

　
つ
ま
り
、
憲
法
制
定
が
日
本
国
家
と
い
う
大
き
な
枠
組
の
中
で
の
社
会
秩
序
の
制
度
化
を
意
味
す
る
な
ら
ば
、
天
皇
に
密
接

し
た
空
間
の
社
会
構
造
の
再
構
築
も
ま
た
必
要
で
あ
る
と
考
え
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
し
た
が
っ
て
岩
倉
は
、
単
に
「
保
守
派
」
な
だ
け
で
、
古
格
、
古
礼
の
再
興
や
、
皇
族
、
華
族
の
地
位
の
保
護
に
固
執
し
た

わ
け
で
は
な
い
と
い
え
よ
う
。
な
ぜ
な
ら
以
上
の
よ
う
に
、
内
規
取
調
局
設
置
の
建
議
書
理
由
に
、
「
再
興
」
、
「
保
護
」
と
い

っ
た
消
極
的
動
機
か
ら
で
は
な
く
、
自
ら
の
地
位
の
確
立
と
い
う
積
極
的
動
機
が
垣
間
見
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

　
こ
の
な
か
で
、
岩
倉
は
天
皇
に
、
全
国
的
に
人
民
を
治
め
る
べ
く
、
歴
史
的
伝
統
性
の
体
現
者
で
あ
る
「
玉
」
と
し
て
社
会

秩
序
の
頂
点
に
戴
か
れ
、
か
つ
そ
れ
に
よ
り
、
広
く
一
般
か
ら
崇
敬
を
集
め
る
こ
と
で
、
岩
倉
を
含
め
た
明
治
政
府
の
中
枢
を

し
め
て
い
る
「
功
臣
」
の
地
位
を
も
保
証
す
る
と
い
う
よ
う
な
存
在
と
し
て
の
意
味
を
見
出
し
て
い
た
の
で
あ
っ
た
。

　
す
な
わ
ち
岩
倉
は
、
単
に
保
守
派
指
導
者
と
し
て
古
式
の
復
興
や
、
身
分
制
の
確
立
を
指
示
し
た
の
で
は
な
く
、
自
ら
を
も

含
め
た
天
皇
を
直
接
取
り
巻
く
政
府
内
部
に
お
け
る
天
皇
を
中
心
と
し
た
階
層
社
会
を
形
成
す
べ
く
、
「
内
規
取
調
局
」
の
設
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置
を
建
議
し
た
の
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。

　
　
注

（
1
）
　
「
宮
内
省
内
規
取
調
局
総
裁
心
得
ト
為
ル
事
」
　
『
岩
倉
公
実
記
』
下
巻
（
多
田
好
間
編
　
原
書
房
　
昭
和
四
十
三
年
）
　
九
五
八
頁

　
　
以
下
『
岩
倉
公
実
記
』
下

（
2
）
　
「
儀
制
調
査
局
設
置
ノ
議
ヲ
内
閣
二
提
出
ス
ル
事
」
　
同
右
　
五
二
八
・
五
二
九
頁

（
3
）
　
明
治
九
年
十
二
月
十
四
日
付
岩
倉
具
視
宛
井
上
毅
書
翰
（
国
学
院
大
学
図
書
館
内
井
上
毅
伝
記
編
纂
所
編
『
井
上
毅
傳
』
四
〈
国
学

　
　
院
大
学
図
書
館
　
昭
和
四
十
六
年
〉
）
　
二
七
頁

　
　
「
奉
議
局
取
調
不
可
學
行
意
見
」
　
（
国
学
院
大
学
図
書
館
内
井
上
毅
伝
記
編
纂
所
編
『
井
上
毅
傳
』
一
〈
国
学
院
大
学
図
書
館
　
昭
和

　
　
四
十
一
年
〉
）
　
一
一
九
頁
－
一
二
一
頁

（
4
）
　
「
宮
内
省
内
規
取
調
局
総
裁
心
得
ト
為
ル
事
」
　
『
岩
倉
行
実
記
』
下
　
九
五
八
・
九
五
九
頁

（
5
）
　
明
治
十
五
年
八
月
十
八
日
付
、
同
年
十
月
十
九
日
付
岩
倉
具
視
宛
柳
原
前
光
書
翰
　
同
右
　
九
七
一
－
九
七
五
頁

（
6
）
　
「
京
都
保
存
二
関
シ
意
見
書
ヲ
上
ツ
ル
事
」
　
同
右
　
九
九
一
－
千
頁

（
7
）
高
木
博
志
『
近
代
天
皇
制
の
文
化
史
的
研
究
－
天
皇
就
任
儀
礼
・
年
中
行
事
・
文
化
財
1
』
（
校
倉
書
房
　
平
成
九
年
）

（
8
）
　
同
右
　
九
六
〇
・
九
六
一
頁

（
9
）
　
同
右
　
九
六
〇
頁

（
1
0
V
　
同
右
　
九
六
一
・
九
六
二
頁

（
1
1
）
　
坂
本
一
登
「
華
族
立
憲
制
へ
の
対
応
と
岩
倉
1
明
治
＝
年
華
族
会
館
改
革
運
動
を
中
心
に
」
『
日
本
歴
史
』
第
四
二
三
号
（
昭
和

　
　
五
十
八
年
八
月
号
　
吉
川
弘
文
館
）

（
1
2
V
　
大
久
保
利
謙
『
華
族
制
の
創
出
』
（
大
久
保
利
謙
歴
史
著
作
集
三
）
〈
吉
川
弘
文
館
　
平
成
五
年
V
　
以
下
『
華
族
制
の
創
出
』

（
1
3
）
　
稲
田
正
次
『
明
治
憲
法
成
立
史
』
上
（
有
斐
閣
　
昭
和
三
十
五
年
）
　
六
九
九
頁
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（
1
4
）
　
「
宮
内
省
内
規
取
調
局
総
裁
心
得
ト
為
ル
事
」
　
前
掲
　
『
岩
倉
公
実
記
』
下
巻
九
六
五
－
九
六
六
頁

（
1
5
）
　
同
右
　
九
六
八
頁

（
1
6
）
　
同
右
　
九
五
九
頁

（
1
7
）
　
同
右
　
九
五
九
・
九
六
〇
頁

（
1
8
）
　
同
右
　
九
六
四
頁

（
1
9
）
　
T
・
フ
ジ
タ
ニ
氏
は
国
家
的
ト
ポ
グ
ラ
フ
ィ
ー
（
地
景
、
景
観
）
の
創
造
と
い
う
観
点
か
ら
、
京
都
を
「
皇
室
の
歴
史
の
深
さ
を
表

　
　
象
す
る
場
所
と
な
り
、
公
式
に
規
定
さ
れ
た
（
伝
統
）
の
概
念
の
中
核
と
な
っ
た
」
と
分
析
し
、
岩
倉
の
旧
跡
保
存
策
に
つ
い
て
は
京

　
　
都
の
持
つ
皇
室
の
過
去
を
意
識
し
、
京
都
に
存
在
す
る
神
社
、
仏
閣
、
御
所
と
い
っ
た
「
皇
室
の
支
配
と
伝
統
を
視
覚
的
に
裏
付
け
る

　
　
過
去
の
遺
物
が
、
い
か
に
強
力
な
正
統
性
の
根
拠
と
な
り
う
る
か
」
、
と
い
う
点
を
理
解
し
て
い
た
と
述
べ
て
い
る
。
T
・
フ
ジ
タ
ニ

　
　
『
天
皇
の
ペ
ー
ジ
ェ
ン
ト
ー
近
代
日
本
の
歴
史
的
民
俗
史
か
ら
ー
』
（
N
H
K
ブ
ッ
ク
ス
　
平
成
六
年
）

（
2
0
）
　
「
宮
内
省
内
規
取
調
局
総
裁
心
得
ト
為
ル
事
」
　
前
掲
　
『
岩
倉
公
実
記
』
下
巻
九
六
四
・
九
六
五
頁

（
2
1
）
　
同
右
　
九
六
七
頁

（
2
2
）
　
同
右
　
九
六
八
頁

（
2
3
）
　
坂
本
一
登
『
伊
藤
博
文
と
明
治
国
家
形
成
ー
「
宮
中
」
の
制
度
化
と
立
憲
制
の
導
入
』
（
吉
川
弘
文
館
　
平
成
三
年
）
　
一
〇
八
頁

（
2
4
）
　
「
宮
内
省
内
規
取
調
局
総
裁
心
得
ト
為
ル
事
」
　
前
掲
　
『
岩
倉
公
実
記
』
下
巻
九
六
二
・
九
六
三
頁

（
2
5
）
　
前
掲
　
大
久
保
利
謙
『
華
族
制
の
創
出
』
　
三
七
〇
頁

（
2
6
）
　
宮
内
省
内
規
取
調
局
総
裁
心
得
ト
為
ル
事
」
　
前
掲
　
『
岩
倉
公
実
記
』
下
巻
　
九
六
七
頁

（
2
7
）
　
同
右
　
三
七
〇
1
三
七
三
頁

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
学
習
院
大
学
人
文
科
学
研
究
科
　
博
士
後
期
課
程
一
年
）

一139一



（
申
矧
砿
題
駐
）
区
髄
e
材
鯉
遡
羅
余
磁
為
謎
賦
駆
微
組
e
黙
畷
顛
恥

The　needs　of　the　ceremony　and　theη嬬かthe　o17icials

98－232－001Mamiko　Ito

In　l887，　Iwakura　Tomomi　submitted　to　the　cabinet　the　document　at　the　establishment　of　institution　for　research　on

the　regulation．in　the　court1．．

Iwakura　submitted　above・mentioned　document　to　construct　the　order　in　the　court　and　to　form　the　social　hierarchy

whole　country．　On　Meiji　Restoration，　the　government　had　declared　the　abQlish正nent　of　the　older　class．（shi〃吻・のo－

do），But　when　this　document　had　been　submitted，　the　o缶cials　thought　how　to　popularize　the　emperor’s　sovereignty

order　in　preparing　a　for　drafting　a　constitution．　Iwakura　insisted　to　establish　a　new　order，　the　peerage　and　Shi－zo－ku，

strictly．

First聖y，　Iwakura　suggested　to　enact　the　hierarchy　in　the　court，　according　to　the　political　power．　He　insisted，　therefore，

the　high　ofHc量als　could．　have　the　oPPortunity　for　joining　this　society　by　given　the　title　depended　on　a　degree　of　their

servlce．

He　actually　himself　got　his　high　status．as　being　the　peerage　and　the　man　of　merit．　So，　he　thought　the　honor　of　merit

was　important　as　same　as　nobillty．　For　the　person　who　got　a　title，　the　emperor　was　so　important　that　people　respected

the　emperor．　The　more　authority　of　the　emperor　rose，　the　more　the　worth　of　title　given　by　the　emperor　valued．　The

relationship　between　the　emperor　and　his　subjects　was　interdependence．

He　also　considered　the　popularizatiQn　of　the　status　of　high　o伍cia！s．　He　suggested　the　ceremony　was　worth　of

spreading　the　social　order　among　the　people．　While　Kamaura　to　Edo　period，　the　emperor　was　not　remembered

wlthout　Kyoto．　He　considered　how　to　penetrate　the　emperor　authoriy　to　the　people．　He　wanted　to　propagandize　that

l
O
菖
ー



the　ancestor　of　the　emperor　was　the丘rst　ruler，　in　reviving　the　older　ceremony．　The　popularization　of　the　hierarchy

was　so　important　for　high　oMcials　to　get　admiration　from　the　people．　The　emperor　performing　in　the　national

　　　　　　　　　　　　コ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　コ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　コ

ceremony　was　lmportant　to　glve　an　lmpresslon　that　he　was　the　ruler．

Iwakura　was　not　the　conservative　leader　as　generally　considered．　In　the　purpose　of　constructing　a　new　social　order，

he　submitted　this　document　at　the　establishment　of　institution　for　research．
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lIwakura　Tomomi，“The　document　at　the　establishment　of　institution　for　research　in　the　regulation　on　the　court，”

in　lwallura　Koノ魏勉，　Tada　Yositou，　ed．，　II，958－968


